
介護サービスの提供による事故等発生時の本市への報告について 
 

１ 対象となる事業所・施設 

  居宅サービス事業所、地域密着型（介護予防）サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険

施設、介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所、通所サービスの設備を利用し宿泊サービス

を実施している事業所、住宅型有料老人ホーム、介護予防・生活支援サービス事業 

 （※①事業所・施設（以下「事業所等」という。）が市外に所在するが、利用者が名古屋市民である

場合、②事業所等が市内に所在するが、利用者が名古屋市民ではない場合も報告を要する） 

 

２ 本市への連絡が必要な事故等 

  以下の事故については、原因の如何にかかわらず、全て本市に連絡する。また、感染症など、複

数の事業所等で発生した場合は、それぞれの事業所等ごとに報告する。 

区分 内容 

対人(利用者)事故 

介護サービスの提供に伴い発生した事故により、利用者が死亡した場合

（※）、医療機関における治療を必要とした場合（軽微な治療（湿布の貼

付、軽易な切り傷への消毒実施など）は除く）、利用者トラブルが発生し

た場合、利用者等に賠償金等を支払った場合又はエスケープ 

対物事故 

介護サービスの提供に伴い発生した事故により、利用者等の保有する財物

を毀損若しくは滅失したため賠償金等を支払った場合(代わりの物を購入

した場合も含む)、利用者等の個人情報が流失した場合又は利用者等とト

ラブルが発生した場合 

感染症の発生 

介護サービスの利用者が食中毒又は結核等の感染症に罹患した場合、又

は、疥癬、インフルエンザ、ノロウイルス、新型コロナウイルス等の感染

症が事業所等内で発生し、利用者等が罹患した場合。具体的には、①事業

所等全体で療養中の方が同時に 10 名以上罹患した場合、②1 ユニットの

うち半数以上が罹患した場合、③感染症による死亡者が発生した場合、④

その他事業所等の運営に重大な支障を来すおそれがあり、管理者が報告を

必要と認めた場合。 

 ※ 介護サービスの提供に伴い発生した事故によらない病死の場合は「感染症の発生」を除いて

報告不要 

                                                              

３ 本市への連絡方法 

  前記２に該当する事故が発生した場合は、別紙「事故報告書」「事故報告書（食中毒又は感染症



用）」に必要事項を入力の上、５日以内を目安に「NAGOYAかいごネット」の事故報告書のページか

らロゴフォームにて報告を行うものとする。 

  なお、別紙「事故報告書」により難い場合は、事業所等において定めた所定の様式に代えること

もできるが、別紙「事故報告書」の項目を含めること。 

※様式に記載しきれない場合や付属の資料等がある場合は、あわせて添付し、ご提出ください。 

※報告用ロゴフォームおよび事故報告書の様式は「NAGOYA かいごネット」に掲出されております。

（https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shido/jikohokoku.html） 

 

４ 本市の連絡先 

  〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 ＤＰスクエア東桜 8 階  

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 東桜分室    FAX 052-959-4155 

問合

せ先 

サービスの種類 電話番号 

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護 
052-959-2592 

上記以外のサービス事業所 052-959-3087 

 

５ 留意事項 

  事故が発生した場合は、本市への連絡を行う前に、速やかに利用者の家族、主治医及び居宅介護

支援事業者等に連絡するとともに、応急手当等必要な措置を施すこと。     

http://#

